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研究成果の概要（和文）： 
第二次世界大戦後、ラートブルフは「法律は法律だ」とする法実証主義はドイツの法律家と国
民をナチスの不法に対して「無防備にした」と指摘した。この「ラートブルフ・テーゼ」と呼
ばれる指摘は、ナチス期の法実務についての研究に基づいて、最近ネガティブな評価を受けて
いる。本研究では、ラートブルフの戦前の著作等に遡って検討することによって、この否定的
評価がラートブルフの趣旨を必ずしも適切に捉えるものではないことを示した。 
 
研究成果の概要（英文）： 
After World War II, Radbruch argued that legal positivism asserting ‘law is law’ had 
left German lawyers and the people ‘unguarded’ from the terrible injustices of Nazism. 
This indication (‘Radbruch’s Thesis’) has recently been subjected to a negative 
evaluation, based on historical studies of legal practices in the Nazi era. But this 
evaluation is shown to be inappropriate, in contrast with Radbruch’s real intention, 
as elucidated from his earlier works. 
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１．研究開始当初の背景 
 1933 年にハイデルベルク大学の教職を追
われてナチス体制下では国内亡命状態にあ
ったラートブルフは、第二次大戦終結直後に
ナチス体制と戦後裁判に関する論評を多数
公表した。その基本的な趣旨は、「法律は法
律だ」とする法実証主義はドイツの法律家と

国民をナチス的不法に対して「無防備にし
た」のであり、これを乗り越えるためには正
義や自然法をあらためて深く心にとめなけ
ればならないというもの（「ラートブルフ・
テーゼ」と呼ばれる）であった。こうしたラ
ートブルフの見解は戦後のナチス裁判にお
ける「自然法の復権」とともに注目を集め、
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英米でも論争の対象となり、日本でも著作集
が翻訳されるなど高い関心の対象となった。
しかし、その後「自然法の復権」への熱狂が
沈静化するとラートブルフに対する関心も
薄れていったといえる。ところが、2003 年
にラートブルフ全集（Gustav Radbruch 
Gesamtausgabe, Bd.20, 1987-2003）の刊行
が完結したことほか、89 年の「ベルリンの壁」
崩壊後に裁判で争われたいわゆる「壁の射
手」事件においてラートブルフの見解（不正
な法及び不法に関する基準を述べるもので
「ラートブルフ定式」と呼ばれる）が援用さ
れたこともあり、ラートブルフ法哲学への関
心はにわかに再び高まった。 
 しかし、ラートブルフ法哲学に関するこれ
らの議論のうちには、それを支持するものも
ある一方で、とりわけ「ラートブルフ・テー
ゼ」への疑念に基づくものも多くみられる。
1970 年代頃からの、ヴァイマル期及びナチ
ス期の法学や法実務に関する実証的な研究
の進展に伴い、ナチス不法体制の責任を実証
主義にみることは歴史的に正しくなく、した
がって「ラートブルフ・テーゼ」は見直す必
要があるというものである（M.Walter, 1989; 
S.L.Paulson, 1994; 青井秀夫 2007 年など）。 
 
 
２．研究の目的 
 以上のような「ラートブルフ・テーゼ」に
対する見直しの必要を唱える議論のほとん
どは、ラートブルフの法哲学及びその法実証
主義批判の趣旨を必ずしも的確に捉えるも
のとはいえない。たとえば、それらの議論の
ほとんどは、ラートブルフ自身、戦前は法実
証主義に立っていながら、戦後に自然法論に
転回したという見解に立っている。ところが、
刊行された全集その他の資料によると、ラー
トブルフは第一次大戦直後の 1919 年にも第
二次大戦後とほとんど同じ趣旨の実証主義
批判を行っていることが明らかとなった。法
の概念は正義という理念と切り離しては理
解できないというラートブルフの基本的な
見解は戦前戦後を通して一貫していたとい
えるのである。 
 そうすると、「ラートブルフ・テーゼ」の
趣旨、とくにそこで言われている実証主義批
判の意味も、この観点からあらたに捉え直す
必要が出てくる。のみならず、ラートブルフ
は自然法を歴史的に内容の変化するものと
見ていること、また戦後においても法律への
忠実の必要性を説いていたことなどからす
ると、「ラートブルフ・テーゼ」はその言葉
の表面に隠された複雑さと深さをもってい
るとみなければならないであろう。 
 そこで、本研究では、「ラートブルフ・テ
ーゼ」の真意を探ることを中心として、ラー
トブルフの法哲学の現代的意義を総合的に

再評価することを試みる。これが本研究の目
的である。 
 
 
３．研究の方法 
 本研究は、まず「ラートブルフ・テーゼ」
における実証主義批判の趣旨を探るために、
刊行されたラートブルフ全集によりつつ、戦
前からのラートブルフ法哲学の主張著作の
みならず、時事的な論稿をも検討した。とく
に、第一次大戦直後の論稿の評価が重要な位
置を占める。また、ナチス期裁判官の枉法の
責任に関するラートブルフの見解の真意を
探るために、やはり戦前のラートブルフの刑
法理論を、さらにそれと対比するために戦後
の枉法と故意に関する刑法理論を検討した。
これらの検討によって、「ラートブルフ・テ
ーゼ」における法実証主義批判の趣旨を明ら
かにすることを試みた。 
 また、ラートブルフ法哲学の現代的意義を
評価するために、一方で、ラートブルフをめ
ぐる戦後の論争、とくに H.L.A.ハートと L.L.
フラーの論争をあらためて再検討するとと
もに、他方で、現代の法哲学者のうち、ラー
トブルフ法哲学の影響をみることのできる
又はそれに近いと思われる、R.アレクシーや
R.ドゥオーキンなどの法哲学を検討するこ
ととした。これによって、ラートブルフ法哲
学の現代的意義を見定めるとともに、その現
代的展開の可能性を探った。 
 いずれにおいても、法哲学・法思想史の基
本的な研究方法である、関連文献の収集・読
解と、関連研究者との活発な意見交換を中心
として、研究を進めた。 
 
 
４．研究成果 
A.ラートブルフ・テーゼについて 
ラートブルフ・テーゼは、まず、ナチス期

の法学及び司法の現実に適合しないという
批判を向けられている。ナチス期の法学者た
ちは法実証主義を激しく批判していたので
あり、また 1970 年代以降の研究によれば、
ナチス期の司法は法律への忠実を軽視し、恣
意的な拡張解釈や一般条項の濫用によりナ
チス思想の実現に荷担したことが明らかで
ある。そうすると、ナチスの不法を法実証主
義の責任に帰することは事実誤認による明
らかな誤りだということになる。本研究の第
一の成果は、戦前からのラートブルフの法哲
学に遡ってその基本思想を明らかにするこ
とにより、この批判がラートブルフの法実証
主義批判の真意を適切に捉えるものではな
いことを示した点にある。 
第一に、ラートブルフは戦前から実証主義

批判を展開していたことが挙げられる。ラー
トブルフ・テーゼに対する批判的な見方は、



 

 

多くの場合、ラートブルフ自身が戦前は実証
主義の立場に立っており、ナチスの不法を経
験した戦後に自然法論の立場に転回したの
だと想定している。しかし、戦前からラート
ブルフは法の概念は正義の価値理念に奉仕
するものとしてのみ捉えられると主張して
いたのであり、戦前のラートブルフを端的に
実証主義者とみることはできない。のみなら
ず、ラートブルフは、1919 年に、第一次大戦
におけるドイツの国際法違反の責任の一端
が実定法を超える人権や正義の理念を軽視
する実証主義にあったことを指摘していた。
これらに窺われるラートブルフの実証主義
批判は、実証主義がたんに法律への忠実を説
く点にではなく、それが正義理念を軽視する
限り、法律の妥当の根拠を結局は恣意的とな
り得る権力に求めることになるという点（法
の権力理論）に向けられていたのである。こ
のようなラートブルフの法実証主義批判に
よれば、ナチス期の司法による不法は、権力
の恣意的な命令の前に法律への忠実をも踏
みにじるにいたるという、その極端な帰結に
他ならない。 

第二に、ラートブルフはヴァイマル期の司
法のうちにもこうした権力理論への傾向を
見ていたことが挙げられる。この点ではヴァ
イマル期のラートブルフはたしかに法律へ
の忠実をむしろ説いていた。帝政期の司法が
皇帝権力に服していたのに対し、ヴァイマル
期の司法は政治的党派性に左右されている
とみていたからである。そこで、自らもその
担い手であった自由法運動の意義を次第に
限定的に説くようになり、またライヒ裁判所
による司法審査権の主張が司法を政治的闘
争に巻き込むこととなる危険を警告したの
であった。しかし、このことはヴァイマル期
のラートブルフが端的な実証主義者であっ
たことを意味するわけではない。彼の法の概
念と理念の関係に関する見解から見ると、法
律への忠実は法律が正義理念に奉仕するも
のであることを前提とするのであった。 

第三に、ラートブルフはナチスの政権奪取
の時点ですでにナチス体制が平等取扱いを
核心とする正義の理念を踏みにじるものと
なることを予見していたことが挙げられる。
ナチス的な意味での愛国者による敵対者へ
の犯罪とナチスに対する批判者の抵抗的犯
罪とは別様に処罰されてよいとするナチス
幹部の言明のなかに、ラートブルフは、平等
取扱いを核心とする正義理念の蹂躙への宣
言を看取していた。ナチスの司法が正義理念
に基礎をおく法律への忠実をも踏みにじる
にいたるであろうことを予測していたもの
といえる。戦後のナチス裁判に関する論評に
おいて、ナチス期の法律や命令はその法とし
ての効力を否定されなければならないとし
たのは、それらが正義の理念を侮蔑するもの

であったということに基づいていたのであ
る。 
以上からして、ラートブルフ・テーゼにお

ける実証主義批判は、戦後ににわかに現れた
ものではなく、戦前から一貫したラートブル
フの法哲学の核心をなすものからの理論的
な帰結に他ならないといえる。その批判は、
たんに法律への忠実を説くかぎりでの実証
主義を超えて、その意味での実証主義も正義
理念を軽視する限り恣意的な権力に身を委
ねざるをえないこととなるという点に向け
られていた。「法律は法律だ」とする実証主
義はナチス的不法に対してドイツの法律家
と国民を「無防備にした」というラートブル
フの指摘は、それゆえ事実誤認に基づくもの
では決してなく、その法哲学の核心にある視
点から洞見されたものであり、その意味では
むしろ極めて正確であったといえる。 
 

B. 裁判官の責任について 
ラートブルフ・テーゼを否定的にみる見解

のもう一つの含意は、ラートブルフはナチス
的不法の責任を法実証主義に帰することに
よって、ナチスに荷担した法学者や法律家の
責任を免除しようとするものであったとい
う疑念である。上記のように、ラートブル
フ・テーゼは彼の法哲学の核心をなすものか
らの理論的帰結であり、事実を歪めて右のよ
うな免責を意図するものではなかったとい
える。しかし、ラートブルフの 1946 年の有
名な論稿（「法律的不法と超法律的法」）には、
ナチス期の裁判官が枉法の責任を問われた
事件について、裁判官が枉法の責任を問われ
うるのは裁判官にその故意があった場合に
限られるが、権力に基づく法律や命令を超え
る法を軽視する実証主義によって訓育を受
けてきた裁判官が枉法の故意を持ちえたで
あろうかと反問し、裁判官の刑事責任が免除
される可能性を示唆するような側面がある。
本研究の第二の成果は、ここでも、戦前のラ
ートブルフの刑法理論、とくに故意に関する
彼の理論に遡って検討することにより、彼の
この点に関する真意について探求を試みた
点にある。 
まず、右の論稿に次ぐ 1947年の論稿では、

裁判官の責任を論じる部分で、ラートブルフ
は「故意」に代えて「違法性の意識」という
語を用いており、さらに 1947 年の別の論稿
（医療殺人事件判決に関する論評）では、故
意に違法性の意識は必要ではないと論じて
いるという事実がある。ラートブルフは、法
律や命令が正義をまったく無視するもので
あるとき、それらはそもそも「法」としての
性格をもたないという、彼の法哲学の核心に
由来する基準（いわゆる「ラートブルフ定式」
のうち「拒否定式」と呼ばれるもの）に基づ
いて、ナチスの法律や命令の法的効力を否定



 

 

する。そして、それらの法律や命令にも関わ
らずヴァイマル期からの法律が妥当してい
たのであり、戦後裁判において刑事責任を問
う場合にはこの以前からの法律に依るべき
だとする。したがって、そこで問われる故意
はナチス期以前からの法律により犯罪とさ
れる行為についての故意である。とはいえ、
その故意は違法性の意識を必要とするのか
どうかが問題となる。 

戦前のラートブルフの刑法理論に遡って
みると、ヴァイマル政府において司法大臣で
あったラートブルフが 1922 年に提案した刑
法改正案では、自由主義的な責任原理を貫徹
するという観点から、故意に違法性の意識を
含めることが明示されていた。しかし、1928
年の刑事責任に関する論文では、意識の表層
に違法性の意識は現れていないものの、犯罪
への衝動があまりに強いためにそれを意識
の深層に抑圧するという心理的機制に関す
る知見に基づいて、深層に違法性の意識が存
在する場合のある可能性を説いている。その
ような場合について、ラートブルフは刑事責
任の軽減や場合によってはその免除の可能
性をすら示唆するのだが、故意の概念が違法
性の意識の有無という単純な基準だけでは
捉えられないことを指摘していたものとい
える。 

この点からすると、戦後の医療殺人事件判
決に関する論評において、ラートブルフが、
故意に違法性の意識は必要でないとしたと
き、それは表層における違法性の意識を不要
としたのであって、深層においては違法性の
意識があったはずだという趣旨に解するこ
とができる。もしそれがなかったのだと主張
するとすれば、それは「ドイツ人を侮辱する」
ことになると、ラートブルフは述べている。
それは、ナチスに荷担した人々の「法」に対
する感覚のまったくの欠如を、その意味で人
間性の欠如を主張することになるからであ
る。そうすると、実証主義によって訓育され
たために「法」に対する感覚を意識の表層に
おいては欠いたとみられ、その意味での故意
はなかったとみられる裁判官についても、な
お意識の深層における違法性の意識は存在
したというべきことになる。 

しかし、すでに晩年にあったラートブルフ
は、ナチスに荷担した裁判官についてこの結
論を明示的に述べることはなかった。ラート
ブルフが明示的に裁判官の責任を肯定した
といえるのは、ナチスの法律によっても内乱
罪のゆえに死刑とすることはできなかった
であろう被告人に死刑判決を下した裁判官
についてだけである。医療殺人事件における
医師たちの責任に関する評価と司法殺人事
件における裁判官たちの責任に関する評価
には、必ずしも説明されているとはいえない
差異がある。とはいえ、「法」に対する生き

生きとした意識を麻痺させることになった
ものとして、法実証主義の責任を問うラート
ブルフの視点は一貫したものであったとい
える。 
 

C. その他、課題など 
ラートブルフの法の概念と理念に関する

見解は今日でもなお意義を失っていないと
考えられる。本研究の第三の成果はこの意義
を現代的観点から明らかにしようとした点
にある。ラートブルフによれば、法は、存在
に対する当為、事実に対する価値の領域に単
純に帰属させられるものではない。法は、単
なる存在でも単なる当為でもなく、当為を意
味する存在である。その意味では、法はジョ
ン・サールのいう「制度的事実」である。も
っとも、このことは法実証主義も捉えている
事態であり、ラートブルフの法哲学において
とくに主張されている点でもない。ラートブ
ルフの法哲学の核心は、法は、単なる事実で
も単なる価値でもなく、価値に関係する事実、
その意味で「文化的事実」であるとする点に
ある。文化的事実としての科学の営為が真理
を追究するものである限りにおいて科学と
呼ばれうるように、文化的事実としての法の
実践は、それが正義を実現しようとするもの
である限りにおいて法の実践と呼ばれうる。
その意味で、正義は文化的事実としての法を
構成する原理であるとともに、それゆえにま
た法の実践を導く統制的な原理、カント的な
意味での理念である。こうした理念として正
義を位置づける見解は、現代の法哲学者の間
でも受け継がれているといえる。法を正義の
実現へ向けた構成的解釈の実践と捉える R.
ドゥオーキン、普遍的語用論に基づいて法に
おける正当性の主張の意味を解明しようと
する R.アレクシーなどがその例である。この
点については、研究会において報告したが、
なお論文として公表するにはいたっておら
ず、残された課題の一つである。 
ラートブルフ法哲学の現代的意義の総合

的再評価という点で、残された課題は他にも
ある。その一つは、戦後のドイツの法学及び
法実務、とくに司法におけるラートブルフの
受容をめぐる問題の検討である。いわゆる
「ラートブルフ定式」は戦後ドイツの裁判に
おいて二度、注目を集めた。一度目は戦後の
ナチス裁判においてであり、二度目は東西ド
イツ再統一後のいわゆる「壁の射手」事件裁
判においてである。これについてはすでにド
イツではいくつかの研究があり、本研究期間
においても検討を進めてきた。戦後のナチス
裁判においては、連邦通常裁判所がラートブ
ルフ定式のうち「拒否定式」を援用している
判決がいくつかあるものの、連邦憲法裁判所
はいわゆる「忍耐不能定式」を援用しており、
「壁の射手」事件裁判でも援用されているの



 

 

は「忍耐不能定式」である。これらの援用の
あり方がラートブルフの趣旨に沿うもので
あったかどうか、またそれらの定式はどこま
で実際的な意味を持ちうるのかが検討の対
象となるが、まだ成果として結実するにはい
たっていない。 

また、ラートブルフの法哲学のもう一つの
核心をなす価値相対主義の位置づけ、正義・
合目的性・法的安定性という三つの法の理念
と三つの目的価値に関する見解の再構成と
いう課題、さらにヴァイマル期の民主主義や
社会的法治国家に関する見解の思想史的観
点からの再検討という課題もある。ラートブ
ルフの価値相対主義に関する見解には時期
による変遷の指摘もあるが、基本的にいわゆ
る規範的相対主義として位置づけられるの
みならず、法の三つの理念及び三つの目的価
値を相対的に捉える見解の背景には独自の
相対主義観が横たわっている。この点につい
ては成果のなかでも簡単に触れているが、別
途の検討が必要である。ヴァイマル期の民主
主義や社会的法治国家に関するラートブル
フの見解は、彼の明確な歴史的意識に基づい
ている。現代社会の法は、この民主化や社会
化の時代を超えて、世界化というあらたな段
階に位置するものとみることができる。現代
社会の法の歴史的位置を見定めるためにも、
ラートブルフの法哲学を思想史的観点から
再検討することはなお意義を有すると考え
られる。 
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